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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されるように交差して画
素領域を決めるデータラインと、前記ゲートライン及びデータラインの交差部に形成され
た薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタのチャンネル部を形成する半導体層と、前
記薄膜トランジスタのドレーン電極と接続されて、前記画素領域に形成された画素電極と
、前記データライン、前記薄膜トランジスタのチャンネル部領域、ソース電極、ドレーン
電極及び前記画素電極と同一なパターンに前記ゲートライン及びゲート電極を覆うように
形成されたゲート絶縁パターンを具備し、
　更に、前記データラインへ接続されたデータパッド下部電極を有するデータパッドと、
　前記ゲートラインへ接続されたゲートパッドを具備し、
　前記データパッドは、更に、前記データパッド下部電極に接続されたデータパッド上部
電極を含む
　ことを特徴とする薄膜トランジスタ・アレイ基板。
【請求項２】
　前記ゲート絶縁パターンは、前記データパッド下部電極及び前記データパッド上部電極
の中から少なくともいずれかと同一なパターンに形成されることを特徴とする請求項１記
載の薄膜トランジスタ・アレイ基板。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタを保護するために、前記データパッドと前記ゲートパッドが形成
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されたパッド領域を除いた領域に形成された配向膜をさらに具備することを特徴とする請
求項１記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板。
【請求項４】
　前記ゲートライン、前記ゲートラインとゲート絶縁パターンを間に置いて重畳される画
素電極からなるストレ-ジ・キャパシターをさらに具備することを特徴とする請求項１記
載の薄膜トランジスタ・アレイ基板。
【請求項５】
　前記半導体層は、前記データライン、前記ソース電極、前記ドレーン電極及び前記デー
タパッド下部電極に沿ってそれらの下部に形成されることを特徴とする請求項１記載の薄
膜トランジスタ・アレイ基板。
【請求項６】
　基板上にゲートライン、前記ゲートラインと接続された薄膜トランジスタのゲート電極
及びゲートラインと接続されたゲートパッドを含む第１導電パターン群を形成する段階と
、前記第１導電パターン群が形成された基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲ
ートラインと絶縁されるように交差するデータライン、前記データラインと接続された前
記薄膜トランジスタのソース電極、前記ソース電極と対向するドレーン電極を含む第２導
電パターン群と、前記薄膜トランジスタのチャンネル部を構成する半導体層を形成する段
階と、前記ドレーン電極と接続される画素電極を含む第３導電パターン群を形成する段階
と、前記第２及び前記第３導電パターン群をマスクとして前記ゲート絶縁膜と前記半導体
層に含まれたオーミック接触層を食刻する段階を含み、
　前記ゲート絶縁膜と前記オーミック接触層を食刻する段階は、
　前記ゲート絶縁膜を乾式食刻して、前記第１及び第２導電パターン群の間に、前記第２
及び第３導電パターン群と同一なパターンを有するゲート絶縁パターンを形成する段階と
、
　前記薄膜トランジスタの前記オーミック接触層を乾式食刻して、前記薄膜トランジスタ
のチャンネル部を露出する段階を含む
　ことを特徴とする薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法。
【請求項７】
　前記ゲート絶縁膜と前記オーミック接触層を食刻する段階は、１：３のＳＦ６とＯ２を
含む食刻ガスで、１：８以上の厚さ比を持つ前記オーミック接触層と前記ゲート絶縁膜を
食刻する段階を含むことを特徴とする請求項６記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板の製
造方法。
【請求項８】
　前記オーミック接触層を１：１０のＳＦ６とＣｌ２を含む食刻ガスで食刻して、前記半
導体層に含まれた活性層を露出させる段階をさらに含むことを特徴とする請求項７記載の
薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法。
【請求項９】
　前記ゲート絶縁膜と前記オーミック接触層を食刻する段階は、５：１のＣＦ４とＨ２を
含む食刻ガスで、１：１０以上の厚さ比を持つ前記オーミック接触層と前記ゲート絶縁膜
を食刻する段階を含むことを特徴とする請求項６記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板の
製造方法。
【請求項１０】
　前記オーミック接触層を１：１０のＳＦ６とＣl２を含む食刻ガスで食刻して、前記半
導体層に含まれた活性層を露出させる段階をさらに含むことを特徴とする請求項９記載の
薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記データラインと接続されたデータパッド下部電極を有するデータパッドを形成する
段階をさらに含むことを特徴とする請求項８記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造
方法。
【請求項１２】
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　前記データパッドを形成する段階は、前記データパッド下部電極と接続されるデータパ
ッド上部電極を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１１記載の薄膜トラン
ジスタ・アレイ基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記ゲート絶縁パターンは、前記データパッド下部電極及び前記データパッド上部電極
の中から少なくともいずれかと同一なパターンに形成されることを特徴とする請求項１２
記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記薄膜トランジスタを保護するために、前記データパッドと前記ゲートパッドが形成
されたパッド領域を除いた領域に配向膜を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請
求項１１記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記ゲートライン、前記ゲートラインとゲート絶縁パターンを間に置いて重畳される画
素電極からなるストレージ・キャパシターをさらに形成する段階をさらに含むことを特徴
とする請求項６記載の薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ・アレイ基板に関し、特に工程を単純化させることができ
る薄膜トランジスタ・アレイ基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、電界を利用して液晶の光透過率を調節することで画像を表示するよう
になる。このような液晶表示装置は、上下部基板に対向するように配置された画素電極と
共通電極の間に形成される電界によって液晶を駆動するようになる。
【０００３】
　液晶表示装置はお互いに対向して合着された薄膜トランジスタ・アレイ基板（下板）及
びカラーフィルター・アレイ基板（上板）と、これら二つの基板の間でセルギャップを一
定に維持させるためのスペーサーと、そのセルギャップに満たされた液晶を具備する。
【０００４】
　薄膜トランジスタ・アレイ基板は、多数の信号配線及び薄膜トランジスタと、それらの
上に液晶配向のために塗布された配向膜から構成される。カラーフィルター・アレイ基板
は、カラー具現のためのカラーフィルター及び光漏れの防止のためのブラックマトリック
スと、それらの上に液晶配向のために塗布された配向膜から構成される。
【０００５】
　このような液晶表示装置において、薄膜トランジスタ・アレイ基板は、半導体工程を含
むことと同時に、多数のマスク工程を要することによって、製造工程が複雑すること及び
液晶パネル製造単価上昇の重要原因になっている。これを解決するために、薄膜トランジ
スタ・アレイ基板は、マスク工程数を減らす方向に発展している。これは、一つのマスク
工程が薄膜蒸着工程、洗浄工程、フォトリソグラフィ工程、食刻工程、フォトレジスト剥
離工程、検査工程などのような多くの工程を含んでいるためである。これによって、最近
には薄膜トランジスタ・アレイ基板の標準マスク工程だった５マスク工程から一つのマス
ク工程を減らすの４マスク工程が台頭している。
【０００６】
　図１は従来の４マスク工程を利用した薄膜トランジスタ・アレイ基板を示す平面図で、
図２は図１の線I-I'に沿って切り取った薄膜トランジスタ・アレイ基板を示す断面図であ
る。
【０００７】
　図１及び図２に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板は下部基板４５上にゲート絶
縁膜４６を間に置いて交差するように形成されたゲートライン２及びデータライン４と、
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その交差部毎に形成された薄膜トランジスタ６と、その交差構造に用意された画素領域に
形成された画素電極１４と、ゲートライン２とストレ-ジ電極２２の重畳部に形成された
ストレージ・キャパシター２０と、ゲートライン２と接続されたゲートパッド２４と、デ
ータライン４と接続されたデータパッド３０とを具備する。
【０００８】
　ゲート信号を供給するゲートライン２とデータ信号を供給するデータライン４は交差構
造に形成されて画素領域５を定義する。
【０００９】
　薄膜トランジスタ６はゲートライン２のゲート信号に応答してデータライン４の画素信
号が画素電極１４に充電されて維持されるようにする。これのために、薄膜トランジスタ
６はゲートライン２に接続されたゲート電極８と、データライン４に接続されたソース電
極１０と、画素電極１４に接続されたドレーン電極１２を具備する。また、薄膜トランジ
スタ６はゲート電極８とゲート絶縁膜４６を間に置いて重畳されながら、ソース電極１０
とドレーン電極１２の間にチャンネルを形成する活性層４８をさらに具備する。
【００１０】
　そして、活性層４８はデータライン４、データパッド下部電極３２、及びストレージ電
極２２とも重畳されるように形成される。このような活性層４８上にはデータライン４、
ソース電極１０、ドレーン電極１２、データパッド下部電極３２、及びストレージ電極２
２とオーミック接触のためのオーミック接触層５０がさらに形成されている。
【００１１】
　画素電極１４は保護膜５２を貫く第１コンタクトホール１３を通じて薄膜トランジスタ
６のドレーン電極１２と接続されて画素領域５に形成される。
【００１２】
　これによって、薄膜トランジスタ６を通じて画素信号が供給された画素電極１４と、基
準電圧が供給された共通電極（図示しない）との間には電界が形成される。このような電
界によって薄膜トランジスタ・アレイ基板とカラーフィルター・アレイ基板の間の液晶分
子が誘電異方性によって回転するようになる。そして、液晶分子の回転程度によって画素
領域５を透過する光透過率が変わることで階調を具現するようになる。
【００１３】
　ストレージ・キャパシター２０はゲートライン２と、そのゲートライン２とゲート絶縁
膜４６、活性層４８、及びオーミック接触層５０を間に置いて重畳されるストレージ電極
２２と、そのストレ-ジ電極２２と保護膜５２を貫く第２コンタクトホール２１を通じて
接続された画素電極１４から構成される。このようなストレージ・キャパシター２０は画
素電極１４に充電された画素信号が次の画素信号が充電されるまで安定的に維持されるよ
うにする。
【００１４】
　ゲートパッド２４はゲートドライバー（図示しない）と接続されてゲートライン２にゲ
ート信号を供給する。このようなゲートパッド２４はゲートライン２から延長されるゲー
トパッド下部電極２６と、ゲート絶縁膜４６及び保護膜５２を貫く第３コンタクトホール
２７を通じてゲートパッド下部電極２６と接続されたゲートパッド上部電極２８から構成
される。
【００１５】
　データパッド３０はデータドライバー（図示しない）と接続されてデータライン４にデ
ータ信号を供給する。このようなデータパッド３０はデータライン４から延長されるデー
タパッド下部電極３２と、保護膜５２を貫く第４コンタクトホール３３を通じてデータパ
ッド下部電極３２と接続されたデータパッド上部電極３４から構成される。
【００１６】
　このような構成を持つ薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法を４マスク工程を利用
して詳細にすれば図３ａ乃至図３ｄに図示されたところのようになる。
【００１７】
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　図３ａを参照すれば、第１マスク工程を利用して下部基板４５上にゲートライン２、ゲ
ート電極８及びゲートパッド下部電極２６を含む第１導電パターン群が形成される。
【００１８】
　これを詳細に説明すれば、下部基板４５上にスパッタリング方法などの蒸着方法を通じ
てゲート金属層が形成される。引き継いで、第１マスクを利用したフォトリソグラフィ工
程と食刻工程でゲート金属層がパターニングされることでゲートライン２、ゲート電極８
及びゲートパッド下部電極２６を含む第１導電パターン群が形成される。ここで、ゲート
金属層４２としてはアルミニウム係金属などが利用される。
【００１９】
　図３ｂを参照すれば、第１導電パターン群が形成された下部基板４５上にゲート絶縁膜
４６が塗布される。そして、第２マスク工程を利用してゲート絶縁膜４６上に活性層４８
及びオーミック接触層５０を含む半導体パターンと、データライン４、ソース電極１０、
ドレーン電極１２、データパッド下部電極３２、ストレージ電極２２を含む第２導電パタ
ーン群が形成される。
【００２０】
　これを詳細に説明すれば、第１導電パターン群が形成された下部基板４５上にＰＥＣＶ
Ｄ、スパッタリングなどの蒸着方法を通じてゲート絶縁膜４６、非晶質シリコーン層、ｎ
＋非晶質シリコーン層、及びソース／ドレーン金属層が順次的に形成される。ここで、ゲ
ート絶縁膜４６の材料としては酸化シリコーン（ＳｉＯｘ）または窒化シリコーン（Ｓｉ
Ｎｘ）などの無機絶縁物質が利用される。ソース／ドレーン金属としてはモリブデン（Ｍ
ｏ）、チタン、タンタル、モリブデン合金（Ｍｏ　ａｌｌｏｙ）などが利用される。
【００２１】
　引き継いで、ソース／ドレーン金属層上に第２マスクを利用したフォトリソグラフィ工
程でフォトレジストパターンを形成するようになる。この場合、第２マスクとしては薄膜
トランジスタのチャンネル部に回折露光部を持つ回折露光マスクを利用することで、チャ
ンネル部のフォトレジストパターンが他のソース／ドレーンパターン部より低い高さを持
つようにする。
【００２２】
　引き継いで、フォトレジストパターンを利用した湿式食刻工程でソース／ドレーン金属
層がパターニングされることで、データライン４、ソース電極１０、そのソース電極１０
と一体化されたドレーン電極１２、ストレージ電極２２を含む第２導電パターン群が形成
される。
【００２３】
　その次、同一なフォトレジストパターンを利用した乾式食刻工程でｎ＋非晶質シリコー
ン層と非晶質シリコーン層が同時にパターニングされることで、オーミック接触層５０と
活性層４８が形成される。
【００２４】
　そして、アッシング（Ａｓｈｉｎｇ）工程でチャンネル部において相対的に低い高さを
持つフォトレジストパターンが除去された後、乾式食刻工程でチャンネル部のソース／ド
レーン金属パターン及びオーミック接触層５０が食刻される。これによって、チャンネル
部の活性層４８が露出して、ソース電極１０とドレーン電極１２が分離する。
【００２５】
　引き継いで、ストリップ工程で第２導電パターン群上に残っていたフォトレジストパタ
ーンが除去される。
【００２６】
　図３ｃを参照すれば、第２導電パターン群が形成されたゲート絶縁膜４６上に第３マス
ク工程を利用して第１乃至第４コンタクトホール１３、２１、２７、３３を含む保護膜５
２が形成される。
【００２７】
　詳細にすれば、第２導電パターン群が形成されたゲート絶縁膜４６上にＰＥＣＶＤなど
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の蒸着方法で保護膜５２が全面形成される。引き継いで、保護膜５２が第３マスクを利用
したフォトリソグラフィ工程と食刻工程にパターニングされることで，第１乃至第４コン
タクトホール１３、２１、２７、３３が形成される。第１コンタクトホール１３は保護膜
５２を貫いてドレーン電極１２を露出させて、第２コンタクトホール２１は保護膜５２を
貫いてストレージ電極２２を露出させる。第３コンタクトホール２７は保護膜５２及びゲ
ート絶縁膜４６を貫いてゲートパッド下部電極２６を露出させて、第４コンタクトホール
３３は保護膜５２を貫いてデータパッド下部電極３２を露出させる。ここで、ソース／ド
レーン金属としてモリブデン（Ｍｏ）のような乾式食刻比の大きい金属が利用される場合
、第１、第２、第４コンタクトホール１２，２１，３３のそれぞれはドレーン電極１２、
ストレージ電極２２、データパッド下部電極３２まで貫いてそれらの側面を露出させるよ
うになる。
【００２８】
　保護膜５２の材料としてはゲート絶縁膜４６のような無機絶縁物質や誘電常数が小さな
アクリル（ａｃｒｙｌ）系有機化合物、ＢＣＢまたはＰＦＣＢなどのような有機絶縁物質
が利用される。
【００２９】
　図３ｄを参照すれば、第４マスク工程を利用して保護膜５２上に画素電極１４、ゲート
パッド上部電極２８、データパッド上部電極３４を含む第３導電パターン群が形成される
。
【００３０】
　詳細にすれば、保護膜５２上にスパッタリングなどの蒸着方法で透明導電膜が塗布され
る。引き継いで、第４マスクを利用したフォトリソグラフィ工程と食刻工程を通じて透明
導電膜がパターニングされることで、画素電極１４、ゲートパッド上部電極２８、データ
パッド上部電極３４を含む第３導電パターン群が形成される。画素電極１４は第１コンタ
クトホール１３を通じてドレーン電極１２と電気的に接続されて、第２コンタクトホール
２１を通じてストレージ電極２２と電気的に接続される。ゲートパッド上部電極２８は第
３コンタクトホール２７を通じてゲートパッド下部電極２６と電気的に接続される。デー
タパッド上部電極３４は第４コンタクトホール３３を通じてデータパッド下部電極３２と
電気的に接続される。
【００３１】
　ここで、透明導電膜の材料としてはインジウムースズーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔ
ｉｎ　Ｏｘｉｄｅ: ＩＴＯ）、スズーオキサイド（Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ: ＴＯ）、インジ
ウムースズー亜鉛ーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ: ＩＴＺ
Ｏ）及びインジウムー亜鉛ーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ: ＩＺＯ
）からいずれかが利用される。
【００３２】
　このように、従来の薄膜トランジスタ・アレイ基板及びその製造方法は４マスク工程を
採用することで、５マスク工程を利用した場合より製造工程数を減らすことと同時に、そ
れに比例して製造単価を節減することができるようになる。しかし、４マスク工程もやは
り製造工程が複雑で、原価節減に限界があるので、製造工程をもっと単純化して製造単価
をもっと減らすことができる方案が要求される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　本発明の目的はマスク工程数を節減することができる薄膜トランジスタ・アレイ基板及
びその製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　前記目的を達成するために、本発明に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板は、基板上に
形成されたゲートラインと、前記ゲートラインと絶縁されるように交差して画素領域を決
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めるデータラインと、前記ゲートライン及びデータラインの交差部に形成された薄膜トラ
ンジスタと、前記薄膜トランジスタのチャンネル部を形成する半導体層と、前記薄膜トラ
ンジスタのドレーン電極と接続されて前記画素領域に形成された画素電極と、前記データ
ライン、前記薄膜トランジスタのチャンネル部領域、ソース電極、ドレーン電極及び前記
画素電極と同一なパターンに前記ゲートライン及びゲート電極を覆うように形成されたゲ
ート絶縁パターンと、を具備することを特徴とする。
【００３５】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板は、前記データラインと接続された前記データパッ
ド下部電極を持つデータパッドと、前記ゲートラインと接続されて前記ゲートラインにゲ
ート信号を供給するゲートパッドをさらに具備することを特徴とする。
【００３６】
　前記データパッドは、前記データパッド下部電極と接続されたデータパッド上部電極を
さらに具備することを特徴とする。
【００３７】
　前記ゲート絶縁パターンは、前記データパッド下部電極及び前記データパッド上部電極
の中から少なくともいずれかと同一なパターンに形成されることを特徴とする。
【００３８】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板は、前記薄膜トランジスタを保護するために、前記
データパッドと前記ゲートパッドが形成されたパッド領域を除いた領域に形成された配向
膜をさらに具備することを特徴とする。
【００３９】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板は、前記ゲートライン、前記ゲートラインとゲート
絶縁パターンを間に置いて重畳される画素電極かるなるストレージ・キャパシターをさら
に具備することを特徴とする。
【００４０】
　前記半導体層は、前記データライン、ソース電極、ドレーン電極及び前記データパッド
下部電極に沿ってそれらの下部に形成されることを特徴とする。
【００４１】
　前記目的を達成するために、本発明に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法は
、基板上にゲートライン、前記ゲートラインと接続された薄膜トランジスタのゲート電極
を含む第１導電パターン群を形成する段階と、前記第１導電パターン群が形成された基板
上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲートラインと絶縁されるように交差するデー
タライン、前記データラインと接続された前記薄膜トランジスタのソース電極、前記ソー
ス電極と対向するドレーン電極を含む第２導電パターン群と、前記薄膜トランジスタのチ
ャンネル部を構成する半導体層を形成する段階と、前記ドレーン電極と接続される画素電
極を含む第３導電パターン群を形成する段階と、前記第２及び第３導電パターン群をマス
クとして前記ゲート絶縁膜と前記薄膜トランジスタから半導体層に含まれたオーミック接
触層を食刻する段階と、を含むこととを特徴とする。
【００４２】
　前記ゲート絶縁膜と前記オーミック接触層を食刻する段階は、前記ゲート絶縁膜を乾式
食刻して前記第１及び第２導電パターン群の間に前記第２及び第３導電パターン群と同一
なパターンにゲート絶縁パターンを形成する段階と、前記薄膜トランジスタのオーミック
接触層を乾式食刻して前記薄膜トランジスタ・チャンネル部の活性層を露出させる段階と
、を含むこととを特徴とする。
【００４３】
　前記ゲート絶縁膜と前記オーミック接触層を食刻する段階は１：３のＳＦ6とＯ2を含む
食刻ガスで１：８以上の厚さ比を持つ前記オーミック接触層と前記ゲート絶縁膜を食刻す
る段階を含むことを特徴とする。
【００４４】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法は、前記オーミック接触層を１：１０の
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ＳＦ6とＣｌ2を含む食刻ガスで食刻して前記半導体層に含まれた活性層を露出させる段階
をさらに含むことを特徴とする。
【００４５】
　前記ゲート絶縁膜と前記オーミック接触層を食刻する段階は、５：１のＣＦ4とＨ2を含
む食刻ガスで１：１０以上の厚さ比を持つ前記オーミック接触層と前記ゲート絶縁膜を食
刻する段階を含むことを特徴とする。
【００４６】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法は、前記オーミック接触層を１：１０の
ＳＦ6とＣｌ2を含む食刻ガスで食刻して前記半導体層に含まれた活性層を露出させる段階
をさらに含むことを特徴とする。
【００４７】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法は、前記ゲートラインと接続されるゲー
トパッドを形成する段階と、前記データラインと接続されたデータパッド下部電極を持つ
データパッドを形成する段階と、をさらに含むことを特徴とする。
【００４８】
　前記データパッドを形成する段階は、前記データパッド下部電極と接続されたデータパ
ッド上部電極を形成する段階をさらに含むことを特徴とする。
【００４９】
　前記ゲート絶縁パターンは、前記データパッド下部電極及び前記データパッド上部電極
の中から少なくともいずれかと同一なパターンに形成されることを特徴とする。
【００５０】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法は、前記薄膜トランジスタを保護するた
めに、前記データパッドと前記ゲートパッドが形成されたパッド領域を除いた領域に配向
膜を形成する段階をさらに含むことを特徴とする。
【００５１】
　前記薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法は、前記ゲートライン、前記ゲートライ
ンとゲート絶縁パターンを間に置いて重畳される画素電極からなるストリージ・キャパシ
ターをさらに形成する段階をさらに含むことを特徴とする。
【００５２】
［作用］
　本発明に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板及びその製造方法はマスク工程数を減らす
ために第２及び第３導電パターン群をマスクとしてゲート絶縁膜とオーミック接触層を同
時に乾式食刻するようになる。
【発明の効果】
【００５３】
　上述したところのように、本発明に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板及びその製造方
法は、第２及び第３導電パターン群をマスクとしてゲート絶縁膜とオーミック接触層を同
時に乾式食刻することで、３マスク工程で薄膜トランジスタ・アレイ基板を製造すること
ができるようになる。これによって、薄膜トランジスタ・アレイ基板の構造及び工程を単
純化して製造原価節減することができることと同時に製造収率を進めることができるよう
になる。
【００５４】
　以上説明した内容を通じて、当業者なら本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で多様な
変更及び修正が可能さが分かることができる。よって、本発明の技術的範囲は明細書の詳
細な説明に記載した内容に限定されるのではなく特許請求の範囲によって決められなけれ
ばならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　前記目的外の本発明の他の目的及び特徴は添付した図面を参照した実施例に対する説明
を通じて明らかになる。
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【００５６】
　以下、本発明の望ましい実施例を図４乃至図１３ｅを参照して詳細に説明する事にする
。
【００５７】
　図４は本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板を示す平面図で、図５は図
４の線II-II'に沿って切り取った薄膜トランジスタ・アレイ基板を示す断面図である。
【００５８】
　図４及び図５に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板は、下部基板１４５上にゲー
ト絶縁パターン１４６を間に置いて交差するように形成されたゲートライン１０２及びデ
ータライン１０４と、その交差部毎に形成された薄膜トランジスタ１０６と、その交差構
造に用意された画素領域１０５に形成された画素電極１１４と、画素電極１１４とゲート
ライン１０２の重畳部に形成されたストレージ・キャパシター１２０と、ゲートライン１
０２から延長されたゲートパッド１２４と、データライン１０４から延長されたデータパ
ッド１３０を具備する。
【００５９】
　ゲート信号を供給するゲートライン１０２とデータ信号を供給するデータライン１０４
はゲート絶縁パターン１４６を間に置いて交差構造に形成されて画素領域１０５を定義す
る。
【００６０】
　ゲート絶縁パターン１４６はデータライン１０４、薄膜トランジスタ１０６のチャンネ
ル部、ソース電極１１０、ドレーン電極１１２及び画素電極１１４と同一なパターンにゲ
ートライン１０２及びゲート電極１０８を覆うように形成される。
【００６１】
　薄膜トランジスタ１０６はゲートライン１０２のゲート信号に応答してデータライン１
０４の画素信号が画素電極１１４に充電されて維持されるようにする。これのために、薄
膜トランジスタ１０６はゲートライン１０２に接続されたゲート電極１０８と、データラ
イン１０４に接続されたソース電極１１０と、画素電極１１４に接続されたドレーン電極
１１２を具備する。また、薄膜トランジスタ１０６はゲート電極１０８とゲート絶縁パタ
ーン１４６を間に置いて重畳されながらソース電極１１０とドレーン電極１１２の間にチ
ャンネルを形成する活性層１４８をさらに具備する。
【００６２】
　そして、活性層１４８はデータライン１１４及びデータパッド下部電極１３２とも重畳
されるように形成される。このような活性層１４８上には、データライン１０４、ドレー
ン電極１１２及びデータパッド下部電極１３２とオーミック接触のためのオーミック接触
層１５０がもっと形成される。
【００６３】
　画素電極１１４は薄膜トランジスタ１０６のドレーン電極１１２と直接接続されて画素
領域１０５に形成される。
【００６４】
　これによって、薄膜トランジスタ１０６を通じて画素信号が供給された画素電極１１４
と基準電圧が供給された共通電極（図示しない）との間には電界が形成される。このよう
な電界によって薄膜トランジスタ・アレイ基板とカラーフィルター・アレイ基板との間の
液晶分子が誘電異方性によって回転するようになる。そして、液晶分子の回転程度によっ
て画素領域１０５を透過する光透過率が変わることで階調を具現するようになる。
【００６５】
　ストレージ・キャパシター１２０はゲートライン１０２と、そのゲートライン１０２と
ゲート絶縁パターン１４６を間に置いて重畳される画素電極１１４から構成される。この
ようなストレージ・キャパシター１２０は画素電極１１４に充電された画素信号が次の画
素信号が充電されるまで安定的に維持されるようにする。
【００６６】
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　ゲートパッド１２６はゲートドライバー（図示しない）と接続されてゲートドライバー
に生成されたゲート信号をゲートライン１０２に供給する。このようなゲートパッド１２
４はゲートライン１０２から延長されてゲートパッド１２６に含まれた金属層が露出した
構造を持つ。
【００６７】
　データパッド１３０はデータドライバー（図示しない）と接続されてデータドライバー
に生成されたデータ信号をデータライン１０４に供給する。このようなデータパッド１３
０は図５に図示されたところのようにデータラインから延長されたデータパッド下部電極
１３２と、データパッド下部電極１３２と直接接続されてゲート絶縁パターン１４６と同
一なパターンに形成されたデータパッド上部電極１３４とから構成される。
【００６８】
　また、データパッド１３０は図６に図示されたところのようにデータライン１０４から
延長されてデータパッド下部電極１３２が露出した構造に形成されることができる。この
場合、データパッド下部電極１３２はゲート絶縁パターン１４６と同一なパターンに形成
される。
【００６９】
　配向膜１５３はゲートパッド１２６及びデータパッド１３０が形成されたパッド領域を
除いた画像表示領域に形成される。この配向膜１５３は薄膜トランジスタ１０６を保護し
て液晶の配向方向を決めるようになる。
【００７０】
　図７ａ及び図７ｂは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の
中、第１マスク工程を説明するための平面図及び断面図である。
【００７１】
　図７ａ及び図７ｂに図示されたところのように、第１マスク工程で下部基板１４５上に
ゲートライン１０２、ゲート電極１０８及びゲートパッド１２６を含む第１導電パターン
群が形成される。このような第１マスク工程を図８ａ乃至図８ｃを参照して詳細にすれば
次のようになる。
【００７２】
　図８ａに図示されたところのように、下部基板１４５上にスパッタリングなどの蒸着方
法を通じてゲート金属層が形成される。ここで、ゲート金属層はアルミニウム（Ａｌ）系
金属、モリブデン（Ｍｏ）、銅（Ｃｕ）などのような金属からなる。引き継いで、ゲート
金属層１４２上にフォトレジスト膜が全面形成された後、図８ｂに図示されたところのよ
うに、下部基板１４５上部に第１マスク２００が整列される。第１マスク２００は透明な
材質であるマスク基板２０４と、マスク基板２０４の遮断領域Ｐ２に形成された遮断部２
０２を具備する。ここで、マスク基板２０４の露出した領域は露光領域Ｐ１になる。この
ような第１マスク２００を利用したフォトレジスト膜を露光及び現象することで、第１マ
スク２００の遮断部２０２と対応してフォトレジストパターン２０６が形成される。この
ようなフォトレジストパターン２０６を利用した食刻工程でゲート金属層１４２がパター
ニングされることで、図８ｃに図示されたところのように、ゲートライン１０２、ゲート
電極１０８及びゲートパッド１２６を含む第１導電パターン群が形成される。
【００７３】
　図９ａ及び図９ｂは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の
中、第２マスク工程を説明するための平面図及び断面図である。
【００７４】
　まず、第１導電パターン群が形成された下部基板１４５上にＰＥＣＶＤ、スパッタリン
グなどの蒸着方法を通じてゲート絶縁膜１４３が形成される。ゲート絶縁膜１４３の材料
としては酸化シリコーン（ＳｉＯｘ）または窒化シリコーン（ＳｉＮｘ）などの無機絶縁
物質が利用される。
【００７５】
　そして、図９ａ及び図９ｂに図示されたところのように、第２マスク工程でゲート絶縁
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膜１４３上に活性層１４８及びオーミック接触層１５０を含む半導体パターンと、データ
ライン１０４、ドレーン電極１１２、データパッド下部電極１３２を含む第２導電パター
ン群が形成される。このような第２マスク工程を図１０ａ乃至図１０ｅを参照して詳細に
すれば次のようになる。
【００７６】
　図１０ａに図示されたところのように、ゲート絶縁膜１４３上にＰＥＣＶＤ、スパッタ
リングなどの蒸着方法を通じて第１半導体層１４７、第２半導体層１４９、及びソース／
ドレーン金属層１５４が順次的に形成される。ここで、第１半導体層１４７は、不純物が
ドーピングされない非晶質シリコーンが利用されて、第２半導体層１４９はＮ型またはＰ
型の不純物がドーピングされた非晶質シリコーンが利用される。ソース／ドレーン金属層
１５４はモリブデン（Ｍｏ）、銅（Ｃｕ）などのような金属からなる。
【００７７】
　その次、ソース／ドレーン金属層１５４上にフォトレジスト膜を形成した後、図１０ｂ
に図示されたところのように、部分露光の第２マスク１６０が下部基板１４５上部に整列
される。第２マスク１６０は透明な材質であるマスク基板１６２と、マスク基板１６２の
遮断領域Ｐ２に形成された遮断部１６４と、マスク基板１６２の部分露光領域Ｐ３に形成
された回折露光部１６６（または、半透過部）を具備する。ここで、マスク基板１６２の
露出した領域は露光領域Ｐ１になる。このような第２マスク１６０を利用したフォトレジ
スト膜を露光した後、現象することで、第２マスク１６０の遮断部１６４と回折露光部１
６６に対応して遮断領域Ｐ２と部分露光領域Ｐ３において単差を持つフォトレジストパタ
ーン１６８が形成される。すなわち、部分露光領域Ｐ３に形成されたフォトレジストパタ
ーン１６８は遮断領域Ｐ２に形成された第１高さｈ１を持つフォトレジストパターン１６
８より低い第２高さｈ２を持つようになる。
【００７８】
　このようなフォトレジストパターン１６８をマスクとして利用した湿式食刻工程でソー
ス／ドレーン金属層１５４がパターニングされることで、図１０ｃに図示されたところの
ようにデータライン１０４、データライン１０４と接続されたソース電極１１０及びドレ
ーン電極１１２、データパッド下部電極１３２を含む第２導電パターン群が形成される。
【００７９】
　そして、フォトレジストパターン１６８をマスクとして利用した乾式食刻工程で第１半
導体層１４７と第２半導体層１４９がパターニングされることで、図１０ｄのようにオー
ミック接触層１５０と活性層１４８がソース／ドレーン金属パターンに沿って形成される
。引き継いで、酸素（Ｏ2）プラズマを利用したアッシング（Ａｓｈｉｎｇ）工程で部分
露光領域Ｐ３に第２高さを持つフォトレジストパターン１６８が除去されて、遮断領域Ｐ
２に第１高さｈ１を持つフォトレジストパターン１６８は高さの低くなった状態になる。
このようなフォトレジストパターン１６８を利用した食刻工程で部分露光領域Ｐ３、すな
わち薄膜トランジスタのチャンネル部に形成されたソース／ドレーン金属層１５４が除去
される。これによって、ドレーン電極１１２がソース電極１１０から分離する。
【００８０】
　そして、図１０ｅに図示されたところのように第２導電パターン群上に残っていたフォ
トレジストパターン１６８がストリップ工程で除去される。
【００８１】
　図１１ａ及び図１１ｂは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方
法の中、第３マスク工程を説明するための平面図及び断面図である。
【００８２】
　図１１ａ及び図１１ｂに図示されたところのように、第３マスク工程で前述した半導体
パターン及びソース／ドレーン金属パターンが積層されたゲート絶縁パターン１４６上に
データパッド上部電極１３４及び画素電極１１４を含む第３導電パターン群が形成される
。このような第３マスク工程を図１２ａ乃至図１２ｄを参照して詳細にすれば次のように
なる。
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【００８３】
　図１２ａに図示されたところのように半導体パターンとソース／ドレーン金属パターン
が積層されたゲート絶縁膜１４３上にスパッタリングなどの蒸着方法で透明導電膜１１５
が形成される。透明導電膜１１５の材料としてはインジウムースズーオキサイド（Ｉｎｄ
ｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＴＯ）、スズーオキサイド（Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：ＴＯ
）、インジウムースズー亜鉛ーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ：ＩＴＺＯ）及びインジウムー亜鉛ーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ：ＩＺＯ）中からいずれかが利用される。
【００８４】
　引き継いで、透明導電膜１１５上にフォトレジスト膜が全面形成された後、図１２ｂに
図示されたところのように、下部基板１４５上部に第３マスク２１０が整列される。第３
マスク２１０は透明な材質であるマスク基板２１４と、マスク基板２１４の遮断領域Ｐ２
に形成された遮断部２１２を具備する。ここで、マスク基板２１４の露出した領域は露光
領域Ｐ１になる。このような第３マスク２１０を利用したフォトレジスト膜を露光及び現
象することで、第３マスク２１０の遮断部２１２と対応した遮断領域Ｐ２にフォトレジス
トパターン２１６が形成される。このようなフォトレジストパターン２１６を利用した食
刻工程で透明導電膜１１５がパターニングされることで、図１２ｃに図示されたところの
ように、画素電極１１４及びデータパッド上部電極１３４を含む第３導電パターン群が形
成される。
【００８５】
　その次、第２及び第３導電パターン群をマスクとして利用した乾式食刻工程でゲート絶
縁膜１４３とオーミック接触層１５０が同時にパターニングされることで、図１２ｄに図
示されたところのように、ゲート絶縁パターン１４６が形成されて、薄膜トランジスタ１
０６のチャンネル部からオーミック接触層１５０が除去される。すなわち、薄膜トランジ
スタ１０６のチャンネル部のオーミック接触層１５０が除去されて活性層１４８が露出し
て、ゲート絶縁パターン１４６は、ゲートパッド１２６上のゲート絶縁膜１４３が除去さ
れるように形成されてゲートパッド１２６を露出させる。
【００８６】
　これを詳細に説明すれば、オーミック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３の厚さが１：
８以上の割合を持つ場合、１：３の割合を持つＳＦ6とＯ2を含む食刻ガスを所定圧力の真
空チャンバに注入して、所定の電力を供給して、第１期間の間にオーミック接触層１５０
とゲート絶縁膜１４３を乾式食刻するようになる。例えば、オーミック接触層１５０が６
００Å、ゲート絶縁膜１４３が５０００Åである場合、１００[ｍＴ]の圧力で１０００Ｗ
の電力を供給して約９０秒間オーミック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３を食刻ガスで
乾式食刻するようになる。これによって、ゲート絶縁膜１４３がパターニングされてゲー
トパッド１２６を露出させるゲート絶縁パターン１４６が形成されて、薄膜トランジスタ
１０６のチャンネル部からオーミック接触層１５０がパターニングされて活性層１４８が
露出する。 
【００８７】
　または、オーミック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３の厚さが１：１０以上の割合を
持つ場合、５：１の割合を持つＣＦ4とＨ2を含む食刻ガスを所定圧力の真空チャンバに注
入して、所定の電力を供給して、第１期間の間にオーミック接触層１５０とゲート絶縁膜
１４３を乾式食刻するようになる。例えば、１００[ｍＴ]の圧力で１０００Ｗの電力を供
給して約９０秒間オーミック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３を食刻ガスで乾式食刻す
るようになる。これによって、ゲート絶縁膜１４３がパターニングされてゲートパッド１
２６を露出させるゲート絶縁パターン１４６が形成されて、薄膜トランジスタ１０６のチ
ャンネル部からオーミック接触層１５０がパターニングされて活性層１４８が露出する。
【００８８】
　図１３ａ乃至図１３ｄは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の製
造方法を示す断面図である。
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【００８９】
　第１マスク工程で下部基板１４５上にゲートライン１０２、ゲート電極１０８及びゲー
トパッド１２６を含む第１導電パターン群が形成される。このような第１マスク工程は図
８ａ乃至図８ｃに詳細に説明されているので、これに対する説明は省略する。
【００９０】
　第２マスク工程で下部基板上にゲート絶縁膜１４３上に積層された活性層１４８及びオ
ーミック接触層１５０を含む半導体パターンと、データライン１０４、ドレーン電極１１
２及びデータパッド下部電極１３２を含む第２導電パターン群が形成される。このような
第２マスク工程は図１０ａ乃至図１０ｅに詳細に説明されているので、これに対する説明
は省略する。
【００９１】
　図１３ａに図示されたところのように、半導体パターンと第２導電パターン群が積層さ
れたゲート絶縁膜１４３上にスパッタリングなどの蒸着方法で透明導電膜が形成される。
透明導電膜の材料としてはインジウムースズーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘ
ｉｄｅ：ＩＴＯ）、スズーオキサイド（Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：　ＴＯ）、インジウムース
ズー亜鉛ーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＴＺＯ）及び
インジウムー亜鉛ーオキサイド（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＺＯ）からい
ずれかが利用される。
【００９２】
　引き継いで、透明導電膜１５２上にフォトレジスト膜が全面形成された後、図１３ｂに
図示されたところのように、下部基板１４５上部に第３マスク２１０が整列される。第３
マスク２１０は透明な材質であるマスク基板２１４と、マスク基板２１４の遮断領域Ｐ２
に形成された遮断部２１２を具備する。ここで、マスク基板２１４の露出した領域は露光
領域Ｐ１になる。このような第３マスク２１０を利用したフォトレジスト膜を露光及び現
象することで、第３マスク２１０の遮断部２１２と対応した遮断領域Ｐ２にフォトレジス
トパターン２１６が形成される。このようなフォトレジストパターン２１６を利用した食
刻工程で透明導電膜１５２がパターニングされることで、図１３ｃに図示されたところの
ように画素電極１１４、データパッド上部電極１３４を含む第３導電パターン群が形成さ
れる。
【００９３】
　その次、第２及び第３導電パターン群をマスクとして利用した第１乾式食刻工程でオー
ミック接触層１５０の一部とゲート絶縁膜１４３がパターニングされることで、図１３ｄ
に図示されたところのようにゲート絶縁パターン１４６が形成される。ゲート絶縁パター
ン１４６はゲートパッド１２６上のゲート絶縁膜１４３が除去されるように形成されてゲ
ートパッド１２６を露出させる。以後、第２及び第３導電パターン群をマスクとして利用
した第２乾式食刻工程でオーミック接触層１５０がパターニングされることで、図１３ｄ
に図示されたところのように薄膜トランジスタ１０６のチャンネル部に残存するオーミッ
ク接触層１５０が除去される。すなわち、薄膜トランジスタ１０６のチャンネル部のオー
ミック接触層１５０が除去されて活性層１４８が露出する。
【００９４】
　これを詳細に説明すれば、オーミック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３の厚さが１：
８以上の割合を持つ場合、１：３の割合を持つＳＦ6とＯ2を含む食刻ガスを所定圧力の真
空チャンバに注入して、所定の電力を供給して、第１期間より短い第２期間の間にオーミ
ック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３を乾式食刻するようになる。これによって、ゲー
ト絶縁膜１４３がパターニングされてゲートパッド１２６を露出させるゲート絶縁パター
ン１４６が形成されて、オーミック接触層１５０が一部食刻されて薄膜トランジスタ１０
６のチャンネル部に一部残存するようになる。この後、１：１０の割合を持つＳＦ6とＣ
ｌ2を含む食刻ガスを所定圧力の真空チャンバに注入して、所定の電力を供給して、第３
期間の間にオーミック接触層１５０を乾式食刻するようになる。薄膜トランジスタ１０６
のチャンネル部でオーミック接触層１５０がまったくパターニングされて活性層１４８が
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露出する。
【００９５】
　または、オーミック接触層１５０とゲート絶縁膜１４３の厚さが１：１０以上の割合を
持つ場合、５：１の割合を持つＣＦ4とＨ2を含む食刻ガスを所定圧力の真空チャンバに注
入して、所定の電力を供給して、第１期間より短い第２期間の間にオーミック接触層１５
０とゲート絶縁膜１４３を乾式食刻するようになる。これによって、ゲート絶縁膜１４３
がパターニングされてゲートパッド１２６を露出させるゲート絶縁パターン１４６が形成
されて、オーミック接触層１５０が一部食刻されて薄膜トランジスタ１０６のチャンネル
部に一部残存するようになる。この後、１：１０の割合を持つＳＦ6とＣｌ2を含む食刻ガ
スを所定圧力の真空チャンバに注入して、所定の電力を供給して、第３期間の間にオーミ
ック接触層１５０を乾式食刻するようになる。薄膜トランジスタ１０６のチャンネル部に
おいてオーミック接触層１５０がまったくパターニングされて活性層１４８が露出する。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】従来の薄膜トランジスタ・アレイ基板を示す平面図である。
【図２】図１に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板を線I-I'に沿って切断して示す
断面図である。
【図３ａ】図２に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法を段階的に示す断
面図である。
【図３ｂ】図２に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法を段階的に示す断
面図である。
【図３ｃ】図２に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法を段階的に示す断
面図である。
【図３ｄ】図２に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法を段階的に示す断
面図である。
【図４】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板を示す平面図である。
【図５】図４に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板を線II-II'に沿って切断して示
す断面図である。
【図６】図４に図示された薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の形態を示す断面図である
。
【図７ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第１マ
スク工程を説明するための平面図である。
【図７ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第１マ
スク工程を説明するための断面図である。
【図８ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第１マ
スク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図８ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第１マ
スク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図８ｃ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第１マ
スク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図９ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２マ
スク工程を説明するための平面図である。
【図９ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２マ
スク工程を説明するための断面図である。
【図１０ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１０ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１０ｃ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
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【図１０ｄ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１０ｅ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第２
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１１ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第３
マスク工程を説明するための平面図である。
【図１１ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第３
マスク工程を説明するための断面図である。
【図１２ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第３
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１２ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第３
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１２ｃ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第３
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１２ｄ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の製造方法の中、第３
マスク工程を具体的に説明するための断面図である。
【図１３ａ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の製造方法を説明
するための断面図である。
【図１３ｂ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の製造方法を説明
するための断面図である。
【図１３ｃ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の製造方法を説明
するための断面図である。
【図１３ｄ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の製造方法を説明
するための断面図である。
【図１３ｅ】本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ・アレイ基板の他の製造方法を説明
するための断面図である。
【符号の説明】
【００９７】
２、１０２・・・ゲートライン
４、１０４・・・データライン
６、１０６・・・薄膜トランジスタ
８、１０８・・・ゲート電極
１０、１１０・・ソース電極
１２、１１２・・ドレーン電極
１３、２７、３３、３９・・接触ホール
１４、１１４・・画素電極
２２・・・・・・ストレ-ジ電極
２６・・・・・・ゲートパッド下部電極
２８・・・・・・ゲートパッド上部電極
３２、１３２・・データパッド下部電極
３４、１３４・・データパッド上部電極
４５、１４５・・基板
４６、１４３・・ゲート絶縁膜
４８、１４８・・活性層
５０、１５０・・オーミック接触層
５２・・・・・・保護膜
１４６・・・・・ゲート絶縁パターン
１５３・・・・・配向膜
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【図１２ｄ】 【図１３ａ】
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【図１３ｄ】 【図１３ｅ】
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